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確定拠出年金の拠出限度額の見直しに
関する省令案等の意見募集開始について
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 6月3日、「確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当

額の算定に関する省令案」及び「確定拠出年金法施行規則の一部を改

正する省令案」に関する意見募集※1※2が開始されました。

 主な省令案の内容は、以下のとおりです。

１．DCの拠出限度額の見直しに伴う他制度掛金相当額及び共済
掛金相当額（以下、「仮想掛金額」）の算定方法について

２．企業型DCにおける運用方法の除外事由について、信託約款に
より終了・償還された場合は、加入者等の同意を不要とする

３．企業型DCの事業主報告書について、手続き簡素化のため、
記載事項を限定し、企業型記録関連運営管理機関を通じて
提出することとする

ポイント

※1 「確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令案」に
関する意見募集について

意見募集締切日・公布日・施行期日

 意見募集締切日： 2021年7月2日

 公布日 ： 2021年7月（上記項目１は7月上旬） （予定）

 施行期日 ： 上記項目1．2024年12月1日

上記項目2．公布日

上記項目3．2022年3月1日

発行元：三菱ＵＦＪ信託銀行 年金コンサルティング部
※本件に関するご照会は営業担当者までお願い致します。また本資料は、当社が公に入手可能な情報に基づき作成したものですが、
その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。施策の実行にあたっては、実際の会計処理・税務処理等につき、貴社顧
問会計士・税理士等にご確認くださいますようお願い申し上げます。当レポートの著作権は三菱UFJ信託銀行に属し、その目的を問わ
ず無断で引用または複製することを禁じます。

※2 「確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集について

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210067&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210066&Mode=0
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１．DB仮想掛金額の算定方法

発行元：三菱ＵＦＪ信託銀行 年金コンサルティング部
※本件に関するご照会は営業担当者までお願い致します。また本資料は、当社が公に入手可能な情報に基づき作成したものですが、
その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。施策の実行にあたっては、実際の会計処理・税務処理等につき、貴社顧
問会計士・税理士等にご確認くださいますようお願い申し上げます。当レポートの著作権は三菱UFJ信託銀行に属し、その目的を問わ
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 DBの加入者に係る仮想掛金額（以下、「ＤＢ仮想掛金額」）は、次の財政方式ごとの算定
式により、財政運営単位で算定した額を月額換算した額とし、当該算定に当たっては、直
近の標準掛金の計算に用いた基礎率と同一の基礎率に基づき算定する

 下記のいずれにも該当しない財政方式に係る他制度掛金相当額は、下記算定式に準じ
た算定方法として厚生労働大臣が認める算定方法により算定する

【加入年齢方式】

【開放基金方式】

【閉鎖型総合保険料方式】

経過措置

 2024年12月1日前を計算基準日とする財政計算の結果に基づいて掛金の額を算定す
るDBの加入者（又は厚生年金基金の加入員）に係る仮想掛金額は、直近の財政計算の
計算基準日における当該財政計算の結果に基づく標準掛金額（免除保険料額を除く）を
加入者数（又は加入員数）で除した額を月額に換算した額とすることができる

＜その他の算定方法＞

 リスク分担型企業年金のDB仮想掛金額は、リスク分担型企業年金掛金額のうち標準掛
金額に相当する額を見直さない限り、一定とする

 簡易な基準に基づくDB又は上記算定式での算定が困難と認められるDBの加入者に係る
DB仮想掛金額は、直近の財政計算の計算基準日における当該財政計算の結果に基づ
く標準掛金額を加入者数で除した額を月額に換算した額とする

 厚生年金基金の加入員に係る仮想掛金額は、代行部分がないものとして、上記の財政
方式ごとの算定式により算定する

 私立学校教職員共済制度及び石炭鉱業年金基金の加入者、国家公務員共済組合及
び地方公務員等共済組合の組合員に係る仮想掛金額は、DB仮想掛金額の算定方法に
準じた方法により算定される額として厚生労働大臣が定める

標準的な加入者の給付現価

標準的な加入者の人数現価
DB仮想掛金額（円） ＝

現在加入者の将来期間分給付現価＋将来加入者の給付現価

現在加入者の人数現価＋将来加入者の人数現価
DB仮想掛金額 ＝

（円）

現在加入者の将来期間分給付現価

現在加入者の人数現価
DB仮想掛金額（円） ＝
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２．企業型DCにおける運用方法の除外事由の追加
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以上

 企業型DCの運用関連運営管理機関等が提示する運用方法の除外を行うに当たっては、
運用方法の契約相手が破産手続を開始した等の事由による場合は加入者等の同意は
不要とされている（DC法第26条第1項ただし書、DC法施行規則第20条の2）

 そのため、運用方法のうち信託※1であって信託約款の規定により当該信託が終了し償還
されたため運用方法から除外する場合についても、加入者等の同意を不要とする

※1  投資信託と類似した性質の信託会社が販売する年金投資基金信託を想定。すでに除外に当

たって同意取得が不要とされている投資信託と同様に、「信託法」の規定に基づいて所要の手

続を経て償還されることから、運営管理機関自身の判断によることなく、当該運用商品の提供

を停止せざるを得ないため、加入者等の同意なしに運用方法から除外することを可能とするも

のです※2

①運用の方法に係る契約の相手方が欠けた場合

②投資法人の発行する投資証券等について、当該投資法人が登録の取消しを受けた場合

③運用の方法に係る契約の相手方について、破産手続き開始の決定があった場合

④投資信託の受益証券について、投資信託約款規定により信託契約期間を変更して償還された場合

３．企業型DCの事業主報告書の簡素化

 企業型DCの事業主が提出する事業主報告書について、手続簡素化の観点から、記載
事項を以下の事項に限定する

＜事業主報告書の記載事項＞

(1) 企業型年金規約に係る承認番号

(2) 厚生年金適用事業所の名称

(3) 事業年度

(4) 企業型年金加入者等の状況

(5) 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の状況

(6) 返還資産額の状況

(7) 個人別管理資産の状況

(8) 指定運用方法の状況

(9) 企業型年金加入者の資格を喪失した者の状況

 提出に当たっては、企業型記録関連運営管理機関を通じて行うこととする

 事業主報告書の記載事項の変更に伴って所要の経過措置を設ける

【ご参考】加入者等の同意取得が不要な場合

※２ 厚生労働省「第18回社会保障審議会企業年金・個人年金部会」資料1, p43参照

https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/000719061.pdf

